
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２２年７月１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年４月２日 １８時１５分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市大道
おおどう

港東防波堤灯台から真方位２４３°１,６５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°２２.５０′ 東経１３０°２０.２５′） 

事故調査の経過  平成２１年４月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 交通船 宝
ほう

栄
えい

丸、６.６トン 

   ２９３－１６０５２熊本、個人所有 

   １１.９８ｍ(Lr)×２.７３ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、昭和５９年３月 

Ｂ 瀬渡船 あかつき３号、３.５トン 

   ２９３－４７５５熊本、個人所有 

   １１.５８ｍ(Lr)×２.３９ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２０９.６２kＷ、昭和５１年１２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年８月２２日 

    免許証交付日 平成２０年１１月４日 

           （平成２６年３月２２日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ４０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年６月１７日 

     免許証交付日 平成２０年４月２５日 

           （平成２５年６月１６日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（船長Ａ） 

 損傷 Ａ 操舵室倒壊、右舷外板破口 

Ｂ 船首及び船底擦過傷、船首ハンドレール曲損 

 事故の経過 Ａ船は、いわゆる海上タクシーで、船長Ａ１人が乗り組み、天草市

御所浦
ごしょうら

港本郷北防波堤灯台から０２３°（真方位、以下同じ。）１,８０

０ｍ付近で、針路を約３４５°に定め、約１０ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で航行中、船長Ａが、いすに腰掛けて手動操舵で、船

首方ばかり見ていたことから右舷側から接近するＢ船に気付かなかった。 

Ａ船は、同一針路、同一速力のまま航行し、平成２１年４月２日（木）

１８時１５分ごろ、御所浦島北方沖において、Ａ船の右舷後部と、Ｂ船の
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船首とが衝突し、船長Ａが転倒して右額裂創等を負った。 

Ｂ船は、１８時１０分ごろ、船長Ｂ１人が乗り組み、大道港東防波堤灯

台から２４３°１００ｍ付近で、針路を牧島と楠森島との間に向く約２４

３°に定めて航行中、船長Ｂは、増速しながら、いすに腰掛けて手動操舵

により航行した。 

船長Ｂが、１８時１３分ごろ速力を約２０kn に定めたとき、携帯電話が

かかり、常連客と予約について話を始めたので、左舷側から接近するＡ船

に気付かなかった。Ｂ船は、同一針路、同一速力のまま航行し、Ａ船と衝

突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 Ａ船とＢ船はレーダーを装備していたが、天気が良かったことから、両

船ともスイッチを切っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船が北進中、Ｂ船が西進中、御所浦島北方沖に

おいて、互いに相手船の接近に気付かなかったた

め、衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、船首方のみ見ていたため、Ｂ船の接近

に気付かなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、携帯電話での会話に注意を向けていた

ため、Ａ船の接近に気付かなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、御所浦島北方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が西進中、船

長Ａが船首方のみを見て、Ｂ船の接近に気付かず、また、船長Ｂが携帯電

話の会話に注意を向けていて、Ａ船の接近に気付かなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




